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令和２年９月９日 

石田議員 

（質問番号１）福井市政８年間の政策成果とレガシーについて問う 

質問１ コロナ禍における教育現場の実情と今後の対応策について 

 

教育長答弁 

石田議員の質問番号１のご質問にお答えいたします。 

まず、質問１の１つ目「ＩＣＴ支援員の配置の実情とその必要性、有

効性をどのように考えているか」についてでございますが、ＩＣＴ支援

員につきましては、市内小中学校におけるＩＣＴ環境の整備が進む中、

教職員による授業をサポートし、効果的な活用を推進するために必要で

あると考えております。 

今年度、計画しております児童生徒１人１台のタブレット型端末の整

備にあわせまして、ＩＣＴ支援員を教育委員会事務局に１名配置し、日

常的にＩＣＴを活用した授業の相談や支援を行うとともに、教職員を対

象にした研修の充実に努め、児童生徒一人ひとりに個別・最適な学びを

保障する学び方改革に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、２つ目の「新しい形式での機会作りを考えてほしいと思うが所

信を伺う」についてでございますが、修学旅行をはじめ、中学校部活動

の大会や発表会、小学校の陸上記録会など、子どもたちにとりまして

は、その時期にしか経験できない、貴重な機会であることは十分理解し

ておりますものの、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、子ど

もたちやご家族の命と健康を守ることを最優先に考え、中止や見直しを

余儀なくされているのが実情でございます。 

そのような中、本年度中止されました中体連主催の夏季大会につきま

しては、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、市内中学生の部

農林水産部・政策部・環境部・商工観光部・市民生活部・総

務部・都市整備部・教育指導部 代表質問答弁（確定版） 
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活動交流会として、形を変えて７月に実施いたしました。文化部におき

ましても、保護者を迎えての校内発表会や、作品展示会という形で実施

いたしました。中学３年生にとりましては、部活動の締めくくりの場と

なり、これまでの活動の成果を発揮する絶好の機会となりました。 

また、中止になりました修学旅行に代わる教育活動につきましては、

子どもたちの思いや保護者の意見を聞き、場合によっては保護者に支援

していただく体制をとりながら、新しい生活様式を踏まえた、今年だか

らこそできる学校行事を、各学校で計画しているところでございます。 

今後は、子どもたちや教職員だけでなく、保護者、そして地域の大人

みんなが、このコロナ禍を生きる当事者として、代わりに何ができるの

かを考え、実行していくようにすることが重要であると考えており、こ

の取り組みは、すでに各学校で始まりつつあります。 

大切なことは、子どもたちが、ありのままの事実を受け入れ、いかに

この困難を一歩一歩乗り越えていくかということであります。そして、

みんなに支えられながら、この困難を乗り越えたという成功体験が、今

後、子どもたちが生きていく上での大きな自信につながるものと考えて

おります。 

教育委員会といたしましても、子どもたちの思い出があふれるような

学校生活となりますよう、今後とも、学校を支援してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

【担当：教育指導部 学校教育課】 
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令和２年９月１０日 

河越議員 

（質問番号１）地域医療連携法人滋賀高島の現在の状況と新型コロナウ

イルス感染症対策について 

７．「文部科学省から発表された緊急メッセージは、周知徹底できている

のか」について 

 

 

教育指導部長答弁 

（答）河越議員の質問番号１の７点目のご質問にお答えいたします。 

「文部科学省から発表された緊急メッセージは、周知徹底できている

のか」についてでございますが、８月２５日に文部科学大臣からのメッ

セージが発表されたことを受けまして、その翌日に、市内全小中学生に、

児童生徒向けのメッセージを配付し、感染した人たちを責めるのではな

く、思いやりの気持ちをもって行動することの大切さを指導しておりま

す。また、保護者向けのメッセージにつきましては、児童生徒を通じまし

て、保護者の皆様に配付させていただくとともに、教職員向けのメッセ

ージにつきましては、各学校で周知を徹底したところでございます。 

 以上、私からの答弁といたします。 

 

【担当：教育指導部 学校教育課】 

 

  

市民病院・健康福祉部・教育指導部 個人質問答弁（確定版）
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令和２年９月１０日 

秋永議員 

（質問番号１）コロナ禍でも楽しく豊かな学びを 

１．学校では、どのような感染対策をしているのか。 

２．学習内容が終わらない場合はどのように対応するのか。 

３．体育実技、運動部活動において、どのようなことに留意しているの

か。 

４．学校給食では、どのような対策をとっているのか。 

５．学校のトイレの衛生管理はどうしているのか。 

６．新型コロナウイルスに関して、児童生徒にどのようなことを指導し

ているのか。 

 

教育指導部長答弁 

（答）秋永議員の質問番号１のご質問にお答えいたします。 

まず１点目の「学校では、どのような感染対策をしているのか」につい

てでございますが、学校では、基本的な感染症対策としまして、手洗いや

手指の消毒、マスクの着用、毎日の検温や健康チェックを行うとともに、

エアコンの使用時も含め、常時教室などの換気を行っております。さら

に、児童生徒には、学校生活の中で、感染リスクが高い３つの条件とされ

ている密閉・密集・密接を回避する行動を自らとるよう、指導していると

ころでございます。また、児童生徒がよく手を触れるドアノブ、手すり、

スイッチなどにつきましては、教職員によりまして、毎日消毒作業を行

っております。 

次に２点目の「学習内容が終わらない場合はどのように対応するのか」

についてでございますが、市内小中学校では、夏季休業、冬季休業の期間

短縮や、学校行事の見直し等を行うことによりまして、授業時数を確保

し、今年度の学習内容が修了できるよう取り組んでいるところでござい

ます。仮に、今年度中に指導すべき内容を終えることが難しい場合には、

教育指導部 個人質問答弁（確定版） 
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文部科学省の通知により、来年度以降に学習することも可能となってお

ります。 

次に３点目の「体育実技、運動部活動において、どのようなことに留意

しているのか」についてでございますが、児童生徒が密集する運動や、近

距離で組み合ったり、接触したりする運動などの感染リスクが高いとさ

れる活動につきましては、身体的距離の確保や手洗いの徹底など、感染

対策を講じた上で、行うようにしております。 

次に４点目の「学校給食では、どのような対策をとっているのか」につ

いてでございますが、児童生徒および教職員は食事の前に手洗いを行い、

配膳台を消毒するとともに、エプロン、マスク、帽子などを着用し、配膳

時の感染防止対策を行っております。また、食事中につきましては、児童

生徒の机の間隔をとり、前方を向いて食べるよう指導しているところで

ございます。 

次に５点目の「学校のトイレの衛生管理はどうしているのか」につい

てでございますが、トイレの清掃時に、家庭用洗剤等を用いて、消毒を兼

ねた洗浄を行うことを基本としております。また、トイレの使用後には、

確実に手洗いを行うよう、児童生徒への指導を徹底しております。 

最後に６点目の「新型コロナウイルスに関して、児童生徒にどのよう

なことを指導しているのか」についてでございますが、まずは新型コロ

ナウイルスおよび感染予防対策について、正しく知り、正しく行動でき

るよう、発達段階に応じて指導しております。また、新型コロナウイルス

感染症に対する偏見や言われなき誹謗中傷等は、してはならない行為で

あり、人権に配慮した行動をとるよう指導しているところでございます。 

以上、私からの答弁といたします。 

（再質問） 

今年度については、夏季休業期間の短縮が行われるなど、児童生 

徒にとっては、暑い夏での学校生活であったと思われるが、熱中症

対策として、どのようなことに取り組んだのか。 
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教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

 暑い中での熱中症対策といたしまして、各学校では、換気には十分配慮

しながら、全教室に設置しておりますエアコンを使用しまして、過ごしや

すい環境づくりに努めているところでございます。 

また、マスクを着用している場合には、のどの渇きを感じづらいとされ

ておりますので、のどが渇く前にこまめに水分補給を行うよう、指導して

おります。 

さらに、児童生徒間に十分な距離を保ったうえでマスクを外させるな

どの対応も行っております。 

 

（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

体育館につきましては、エアコンの設置がございませんので、常に換気

に注意をしながら、子どもたちの健康状態に留意をして活動していると

ころでございます。 

 

（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

体育館においての熱中症対策は具体的にどのようにしているか。 

授業時数を確保するため、長期休業期間の短縮や学校行事の見直し等

が行われているが、現時点において、今年度中に修了できる目途はある

のか。 
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現在のところ、市内小中学校におきましては、授業時数の確保に向けた

取り組みによりまして、定められた学習内容を今年度中に修了できる見

込みとなっております。 

 

（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

今後、再び臨時休業の措置を講じました際には、今年度中に指導すべき

内容を終えることが難しくなることが想定されます。そのような場合に

は、文部科学省からの通知のとおり、次学年度以降に学習する方向を考え

ているところでございます。 

 

（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

体育や部活動中の熱中症対策といたしまして、活動前に健康観察を行

い、活動内容も配慮しながら、活動中の児童生徒の健康状態の把握に努め

ております。 

また、児童生徒には、十分な距離を保ったうえで、マスクを外したり、

こまめな水分補給をしたりするなどの指導をしております。 

さらに、概ね気温３５℃以上の場合には、体育や部活動など、運動を伴

います活動は行わないこととしております。 

今後、再び臨時休業になった場合、授業時数の確保が難しいので 

はないかと思われるが、どのような対応を考えているのか。 

体育や部活動中においては、どのような熱中症対策を講じている 

のか。 
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（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

人権感覚を磨くためには、児童生徒がお互いに人権意識を高め合う活

動が重要となってまいります。中学校におきましては、新型コロナウイル

ス感染症に対する偏見や誹謗中傷が生じないよう、生徒会活動の一環と

して、人権ビデオを作成したり、文化祭のテーマに思いを込めたりするな

ど、生徒自らが主体的に活動している学校もございます。 

 

（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

 子どもたちにとりまして、小学校中学校時代というのは自分の成長

のためにかけがえのない、思い出に残る時期でございます。このたび、

中止または見直しという対応を取らざるを得ない状況にはございます

が、子どもたちのために何ができるかということを子どもたち自身、ま

た、教職員、保護者の方々みんなが力を寄せて対応してまいりたいと考

えております。 

 

新型コロナウイルス感染症に対する偏見や言われなき誹謗中傷等は 

してはならない行為であり、人権に配慮した行動をとるよう、学校で

指導しているとのことであるが、児童生徒自らが主体的に人権を大切

にしようという活動をすることも効果的と考えるが、児童生徒による

活動をしている例はあるのか。 

修学旅行については中止とお聞きした。授業日数を確保するために、

安易に学校行事を削減することはないか。 
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（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

このたびのコロナ禍によりまして、年間の計画等については、それぞ

れの学校で工夫して対応しているところでございますが、子どもたち

の成長のために何ができるかということをもう一度教職員も考え直し、

子どもたちの実態等も見ながら、見直しはするものの、すべきこと、大

切な部分については残していくということを念頭におきながら、それ

ぞれの学校で教育活動を展開しているところでございます。 

 

（再質問） 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

各学校では基本的な感染症対策に加えまして、教職員による消毒作業

等を行っておりますことから、教職員の業務が増えているのが、現状でご

ざいます。 

学校を再開しました６月以降、児童生徒の机・椅子の消毒には、多くの

作業時間を費やしておりましたが、８月からは、児童生徒の机や椅子につ

いては、特別な消毒作業の必要はないとの、文部科学省からの、最新の知

見に基づいた通知が出されておりまして、現在では、ドアノブ、手すり、

スイッチなど、大勢がよく手に触れる箇所を中心に消毒作業を行ってお

学校行事が果たしてきた役割や意義を再確認し、現在の環境下での取

り組みに対する前向きな工夫は、何かあるのか。 

学校での感染症対策として、教職員による消毒作業が行われてお

り、教職員の負担となっているように思われるが、現状とその対策 

についてはどうか。 
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りますことから、消毒作業に伴う業務の軽減につながっております。 

校内の消毒作業につきましては、各校の実情に応じまして、工夫して実

施しているところでございます。 

 

【担当：教育指導部 学校教育課】 
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令和２年９月１０日 

大槻議員 

（質問番号１）新しい生活様式での防災対策について 

５（イ）幼保・小・中学校の防災担当の役割について 

 （ロ）新学習指導要領では、防災についてどのように学ぶのか。 

また、教員の防災力や保護者・地域の関わりに必要なこと

について 

 

教育指導部長答弁 

（答）大槻議員の質問番号１の５点目のご質問にお答えいたします。 

まず、１つ目の「幼保・小・中学校の防災担当の役割」についてでござ

いますが、学校には、防災担当として学校防災教育コーディネーターを

おいており、学校安全計画の作成や避難訓練の計画、消防署との連携等、

防災教育の中心的な役割を担っております。また、こども園、保育園等で

は、園ごとに防災マニュアルを定め、園長の指揮のもと、防災への対応力

を養うため、月１回の避難訓練等を行っております。 

次に、２つ目の「新学習指導要領では防災についてどのように学ぶの 

か、また教員の防災力や保護者・地域の関わりに必要なこと」についてで

ございますが、新学習指導要領では、防災教育を通して、危険な状況を適

切に判断し、回避するため、主体的に行動しようとする態度の育成が求

められております。このため、小中学校の社会科や理科などの教科学習

において、身近な地域で発生した災害を教材にして、自分で調べ、調べた

ことを互いに交流しながら、災害への備えについて考える学習活動を通

して、自らの命を守り、主体的に行動しようとする実践的な態度の育成

に努めてまいりたいと考えております。 

教職員の防災力につきましては、学校防災教育コーディネーターが県 

や市の研修会等に参加し、学んだことを校内研修等で伝達する機会を設

け、より一層の向上を図っているところでございます。 

また、保護者・地域の関わりにつきましては、災害は、児童生徒が、家

政策部・教育指導部 一般質問答弁（確定版） 
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庭や地域にいる間に発生する可能性もあるため、家庭や地域全体で備え

をしておく必要があること、さらには、児童生徒が学校で学んだことを

生かし、地域防災の担い手としての役割も重要でありますことから、日

頃からの結びつきを大切にしてまいりたいと考えております。以上、私

からの答弁といたします。 

 

【担当：教育指導部 学校教育課】 
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令和２年９月１１日 

福井議員 

（質問番号１）コロナ禍に負けない市民生活の支援継続を 

３．就学援助制度の現状はどうか、コロナ禍による影響を申請要件に加

えられないか 

 

教育指導部長答弁 

（答）福井議員の質問番号１の３点目のご質問にお答えいたします。 

「就学援助制度の現状はどうか、コロナ禍による影響を申請要件に加

えられないか」についてでございますが、就学援助費の認定につきま

しては、高島市就学援助費給付要綱に基づき行っているところでござ

います。認定にあたりましては、これまでどおり前年の所得を基準と

しておりまして、申請要件の変更については考えておりません。 

 コロナ禍の中、市においては、様々な生活支援策が行われており、

教育委員会といたしましても、各学校には保護者の負担軽減を図るよ

う指導しているところでございます。 

以上、私からの答弁といたします。 

 

（再質問） 

家庭の急激な経済的変化があったことが緊急小口資金の申請だけで

も確認できるのではないか。 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

 就学援助につきましては、要綱に基づきまして、経済的理由により、

就学が困難な児童生徒の保護者を対象に、就学のための援助費を給付さ

せていただく制度であります。 

 本市では、前年の所得で認定させていただくという基本的な枠組みの

中で、支援させていただいているところでございます。 

健康福祉部・教育指導部 個人質問答弁（確定版） 
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（再質問） 

コロナ禍で、現実的に収入が減っている人への対応をすべきではない

か、なぜ柔軟な制度適用ができないのか。 

 

教育指導部長答弁 

（答）お答えいたします。 

 これまでから、個別の生活環境の変化に伴いまして、年度途中に認定さ

せていただくケースもございますが、この度のコロナ禍の中におきまし

ては、本市においては、様々な生活支援策が行われていることにつきまし

ては、ご存じのとおりであります。 

 教育委員会といたしましても、改めて、保護者負担の軽減を図るよう、

各学校に指導しており、総合的な判断から申請要件の変更につきまして

は、考えておりません。 

【担当：教育指導部 学事施設課】 

 

 


